
 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮城北部国有林の地域別の森林計画書 

 

（第二次変更計画） 

 

（宮城北部森林計画区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        自 平成 31年４月１日 

             計画期間 

                        至  令和 11年３月 31日 

 

 

 

（第一次変更 令和元年 12月） 

（第一次変更 令和２年 12月） 

 

 

 

東北森林管理局 



【変更理由】 

  次の理由から森林法（昭和 26年法律第 249 号）第７条の２第３項により準用する法第５条

第５項に基づき変更するものである。 

 

 １ 誤びゅう訂正により計画事項の別表を変更する。 

 

      なお、本変更計画は、令和３年４月１日に効力を生じる。 

 

【変更項目及び頁】 

 計画事項の別表 

   別表２ 鳥獣外防止森林区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

     



－1－ 

 

計画事項の別表 

別表２ 鳥獣害防止森林区域 

                                                                   単位 面積：ha 

区分 対象鳥獣の種類 森林の区域（林班） 面積 

総数   8,935.88 

市 

町 

村 

別 

内 

訳 

   石巻市    

 

     ニホンジカ      

 

510～512，514～531， 

538～540，550～556， 

576，649 

2,941.44 

  気仙沼市   

 

     ニホンジカ      

 

301～308，310～324， 

326～336 
3,101.75 

栗原市 ニホンジカ 1～7，30 952.00 

   女川町         ニホンジカ      534～537 233.13 

  南三陸町        ニホンジカ      360～365，367～369， 

372～381 
1,707.56 

 

 

 

 


